
横浜市マンション管理組合サポートセンター事業

横浜市マンション管理組合基礎セミナー（ハード編）

第１部 講演② 100年住宅を目指して
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講師：竹内 恒一郎（マンション管理士・一級建築士）



目次

１.100年住宅を目指す目的とは

２.100年住宅を目指す手段
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１－１ 現状（全国）
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■マンションストック数は、約694万戸。
■2022年末で、築40年以上のマンションは約125.7万戸存在する。
※2022年度末時点

125.7

260.8

445

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2022年 2032年（10年後） 2042年（20年後）

築40年以上のマンションストック数の推移

約3.5倍

（万戸）

約2.1倍

出展：国交省HP



１－２ 現状（全国）
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■マンションの建替えの実績は累計で282件、約23,000戸（2023.３月時点）。
■マンション建替円滑化法にもとづくマンション敷地売却の実績は累計で10件、
約600戸（2023年３月時点） 。

出展：国交省HP建替え、敷地売却は進んでいない。



１－３ 歴史

■戦後しばらくは、住宅の供給が国家目標で、何十年か後の建替え等
については考える余裕がなかった。
■現在はスクラップアンドビルドも限界となり、何らかの対策が必要であ
る。
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これらのマンションは、今から50年後の法整備、技術開発に
よる解決策に期待し、それまでのつなぎとして100年持たせる
必要がある。



１－４ 歴史
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目的

マンション管理の適正化を推進し、マンションの管理水準を底上げし、
管理不全マンションを活性化する

参考

マンション管理センターホームページ
「管理計画認定マンション一覧」

■2022年４月 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正
「マンション管理計画認定制度」がスタート



１－5 国土交通省による検討内容（今後のマンション政策のあり方に関する検会）

マンション管理の適正化に向けて

・マンションの長寿命化の推進
・適正な修繕工事等の実施
・管理不全マンションへの対応
・管理組合役員の担い手不足
・大規模マンション特有の課題への対応

マンションの建替え等の円滑化に向けて
・円滑な建替事業等に環境整備
・多様なニーズに対応した事業手法
・自主建替えの円滑化
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出典：マンション管理センター通信2023年10月号



１－6 法務省による検討内容（区分所有法制の改正に関する中間試案）

区分所有建物の管理の円滑化を図る方策

・集会の決議の円滑化
・区分所有建物の管理に特化した財産管理制度
・共用部分の変更決議の多数決要件の緩和
・管理に関する区分所有者の義務
・専有部分の保存・管理の円滑化
・共用部分等に係る請求権の行使の円滑化
・管理に関する事務の合理化
・区分所有建物が全部滅失した場合における敷地等の管理
の円滑化

区分所有建物の再生の円滑化を図る方策 ・建替えを円滑化するための仕組み
・多数決による区分所有建物の再生、区分所有関係の解消

団地の管理・再生の円滑化を図る方策
・団地内建物の全部又は一部が全部滅失した場合における
団地の管理の円滑化

・団地内建物の建替えの円滑化
・団地内建物・敷地の一括売却

被災区分所有建物の再生の円滑化を図る
方策

・被災した区分所有建物の再建等に関する多数決要件の
緩和大規模一部滅失時の決議可能期間の延長
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出典：マンション管理センター通信2023年11月号



２ １００年住宅を目指す手段

劣化（耐用年数）要因 対象項目 延命手段

物理的要因
躯体コンクリート 中性化の進行遅延、鉄筋の発錆防止、修繕、

補強等

配管等、付属設備 改良、新材料の使用、新システムへの交換

社会的要因

経済的要因 改修費用と改築費用の比較 「建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」

機能的要因 機能の陳腐化
新機能への不対応 階高、ELV、インターネット対応等
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◆管理計画認定基準の17項目は、管理組合が適正に管理・運営されているかのチェック。
◆長期修繕計画標準様式・作成ガイドラインの19項目は、物理的要因のチェック。
※次ページ参照



参考1
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■管理計画認定基準の17項目（横浜市）



参考2
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■長期修繕計画標準様式・作成ガイドラインの19項目（全国）



連絡先
・〒231-0028 横浜市中区翁町1-5-14
・Tel&Fax 045-663-5459
・メール support@yokohama-ysc.jp

３ 終わりに
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■マンションでの困り事を話しあい、「どのように解決したらよいか」を考える場です。
■マンションにお住まいの方であれば、役員に限らずどなたでも参加可能です。
■専門家が適宜アドバイスをします。
■毎月、横浜市内18区とZOOMで開催しています。

交流会に参加してみませんか

横浜市マンション管理組合サポートセンター
横浜市マンション管理組合サポートセンターは、横浜市建築局と下記の４団体が協働して推進する事業です。
・ 一般社団法人神奈川県マンション管理士会
・ 特定非営利活動法人横浜マンション管理組合ネットワーク
・ 特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会神奈川県支部
・ 特定非営利活動法人建物ドクターズ横浜

http://www.yokohama-ysc.jp/

管理規約
どうしよう？？

私のマンションは、
大規模修繕工事が

あるのヨ、こまったなぁ～。

私のマンションは、
お金が足りないの！

その場合は、こういう
方法もありますよ！

漏水！漏水！
また、漏水。。。
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ご清聴ありがとうございました。
※アンケートの回答にご協力を

お願いいたします。

神奈川県マンション管理士会所属
マンション管理士・一級建築士 竹内恒一郎
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